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告    示 
 

那覇市告示第 75 号 

平成16年２月16日 

掲 示 済 

 

平成１６年（２００４年）２月那覇市議会定例会の招集について（総務課） 
 

平成１６年（２００４年）２月那覇市議会定例会を次のように招集する。 

 

    那覇市長 翁 長 雄 志 

 

１ 招 集 の 日                    平成１６年２月２４日（火） 

２ 招 集 の 場 所                    那覇市議会議場 

 
 

 

 

公    告 
 

那覇市公告第112号 

平成16年２月17日 

掲 示 済 

 

那覇広域都市計画公園事業の施行について（花とみどり課） 
 

  都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６２条第１項の規定による事業認可

の図書の送付を受けたので、同法第６２条第２項及び同法施行規則第４９条の規定

に基づき「事業地を表示する図書」を公衆の縦覧に供する。 

 

                                  那覇市長  翁 長 雄 志 

 

 １ 都市計画事業の種類及び名称 

     種 類     那覇広域都市計画公園事業 

     名 称     ４・３・那４号 大石公園 

 ２ 施行者の氏名 

     那 覇 市 

 ３ 事業所の所在地 

     沖縄県那覇市泉崎１丁目１番１号 

 ４ 事業地の所在地 

     沖縄県那覇市識名１丁目地内及び繁多川５丁目地内 

 ５ 事業の施行期間 
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     平成８年５月２１日から平成１８年３月３１日まで 

 ６ 縦覧の場所 

     那覇市役所  建設管理部 花とみどり課 

         （那覇市銘苅２丁目３番１号、銘苅庁舎３階） 

 

 

那覇市公告第113号 

平成16年２月17日 

掲 示 済 

 

那覇広域都市計画公園事業の施行について（花とみどり課） 
 

  都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６２条第１項の規定による事業認可

の図書の送付を受けたので、同法第６２条第２項及び同法施行規則第４９条の規定

に基づき「事業地を表示する図書」を公衆の縦覧に供する。 

 

                                  那覇市長  翁 長 雄 志 

 

 １ 都市計画事業の種類及び名称 

     種 類     那覇広域都市計画公園事業 

     名 称     ３・３・那１号 城岳公園 

 ２ 施行者の氏名 

     那 覇 市 

 ３ 事業所の所在地 

     沖縄県那覇市泉崎１丁目１番１号 

 ４ 事業地の所在地 

     沖縄県那覇市楚辺１丁目地内 

 ５ 事業の施行期間 

     昭和５６年４月２７日から平成１８年３月３１日まで 

 ６ 縦覧の場所 

     那覇市役所  建設管理部 花とみどり課 

         （那覇市銘苅２丁目３番１号、銘苅庁舎３階） 

 

 

那覇市公告第114号 

平成16年２月17日 

掲 示 済 

 

那覇広域都市計画公園事業の施行について（花とみどり課） 
 

  都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６２条第１項の規定による事業認可

の図書の送付を受けたので、同法第６２条第２項及び同法施行規則第４９条の規定

に基づき「事業地を表示する図書」を公衆の縦覧に供する。 

 

                                  那覇市長  翁 長 雄 志 
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 １ 都市計画事業の種類及び名称 

     種 類     那覇広域都市計画公園事業 

     名 称     ３・３・那９号 松山公園 

 ２ 施行者の氏名 

     那 覇 市 

 ３ 事業所の所在地 

     沖縄県那覇市泉崎１丁目１番１号 

 ４ 事業地の所在地 

     沖縄県那覇市松山１丁目地内及び久米２丁目地内 

 ５ 事業の施行期間 

     昭和５２年６月１６日から平成１７年３月３１日まで 

 ６ 縦覧の場所 

     那覇市役所  建設管理部 花とみどり課 

         （那覇市銘苅２丁目３番１号、銘苅庁舎３階） 

 

 

那覇市公告第115号 

平成16年２月18日 

掲 示 済 

 

住民票の職権消除の公示について（市民課） 
 

住民票の職権消除の通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないため、住

民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号) 第12条第4項の規定により公示する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志 

 

（別紙略） 

 

 

那覇市公告第121号 

平成 16 年３月１日 

 

平成１６・１７年度那覇市道路照明灯施設緊急修繕工事業者の募集について

（都市施設管理センター） 
平成１６・１７年度那覇市道路照明灯施設緊急修繕工事業者を次のとおり募集し

ます。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志 

 

１ 緊急修繕工事の内容 

   道路照明灯電球の交換、照明灯支柱の撤去及び設置等（詳細については募集

要領参照） 
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２ 対象業種及び条件等 

   市契約検査室に登録された那覇市内に本社を置く工事格付Ｂ・Ｃの電気工事

業者。２４時間中、緊急時に対応可能な業者（詳細については募集要領参照） 
   高所作業車を所有していること。 
 
３ 登録業者数 

   ３社（申請者多数の場合、公開抽選により選定） 
 
４ 申請書類等の配布期間 

   平成１６年 ３月 ９日（火）～平成１６年 ３月２５日（木） 
 
５ 受付期間及び受付時間 

   平成１６年 ３月１６日（火）～平成１６年 ３月２５日（木）（土日、祝

祭日を除く。）午前８時３０分～１２時、午後１時～５時まで 
 
６ 配布場所及び受付場所 

   都市施設管理センター（土木管理事務所）南風原町字兼城５７３ 
  ※申請書は全て持参の上受付します。 
  （郵送による受付はいたしません。） 
 
７ 提出書類 

那覇市道路照明灯緊急修繕工事登録申請書の提出要領による。 
 
８ 問い合わせ先 
   都市施設管理センター（土木管理事務所） 
   電話番号（直通）８８９－８８４９ 

 

那覇市公告第122号 

平成 16 年３月１日 

 

平成１６・1７年度那覇市発注側溝・雨水管清掃業務委託競争入札参加資格

審査申請の受付について（都市施設管理センター） 
 

平成1６・1７年度那覇市発注側溝・雨水管清掃の競争入札参加資格審査申請の受

付を次のとおり行います。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志 

  

１ 入札参加資格 

（１） 地方自治法令第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。 

（２） 地方自治法令第１６７条の４第2項各号のいずれかに該当すると認 

められた者にあっては、その事実があった後2年を経過していること。 

（３） 側溝・雨水管清掃については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第

14条第1項の許可を受けた業者であること。 
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（４） 本業務を行いうるために（強力吸引車、高圧洗浄車、給水車）を有す

る事業者であること。 

 

２ 申請書（本市様式）及び提出要領の配布期間 

平成１６年 ３月 １日（月）～平成１６年 ３月１０日（水） 

 

３ 受付期間 

平成１６年 ３月 ５日（金）～平成１６年 ３月２６日（金） 

午前 ９時～午前１１時３０分 ・午後 １時～午後 ４時３０分 

（ただし土曜日、日曜日、祝祭日を除く） 

 

４ 配付場所及び受付場所 

建設管理部 都市施設管理センター 

土木管理事務所 （南風原町字兼城５７３番地） 

※ 受付は全て持参の上面談審査になります。 

（郵送による受付はいたしません。） 

 

５ 提出書類 

競争入札参加資格審査申請書の提出要領による。 

 

６ 間い合わせ先 

建設管理部 都市施設管理センター 

  土木管理事務所  補修係 

電話番号  代 表 ０９８－８６７－０１１１（内線 ２４３７） 

直 通 ０９８－８８９－８８４９ 
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教育委員会訓令 
 

那覇市教育委員会訓令第１号 

平 成 １ ６ 年 １ 月 ２ ９ 日 

施 行 済 

 

 那覇市教育委員会人事評価規程（平成15年那覇市教育委員会訓令第２号）の一部

を改正する訓令を次のように定める。 

 

那覇市教育委員会 

委員長 野原正徳 

 

那覇市教育委員会人事評価規程の一部を改正する訓令 
 

 那覇市教育委員会人事評価規程（平成15年那覇市教育委員会訓令第２号）の一部

を次のように改正する。 

 

 第１条を次のように改める。 

 （目的） 

第１条 この規程は、職員の人事評価に関し必要な事項を定め、人材育成、業務改

善及び適正な人事上の処遇を行うことにより、効率的な行政運営を実現すること

を目的とする。 

 第５条を次のように改める。 

 （評価者の責務） 

第５条 評価者は、評価者の心構え（別表第１）に留意し、職員の勤務実績及び職

務遂行能力を評価し、評価シートに記録するものとする。 

 第７条を次のように改める。 

 （基準） 

第７条 人事評価の実施は、次に掲げる評価基準によるものとする。 

 (1)  職位役割期待水準（別表第２） 

 (2) 業務困難度設定基準（別表第３） 

 第12条第１項中「最終日」を「末日」に改める。 

 第13条を次のように改める。 

 （実績評価の補正） 

第13条 実績評価の第一次評価者又は第二次評価者は、評価基準日から評価対象期

間末日までの間に評価を補正すべき事由が生じたと認めるときは、同日までに評

価決定者（副部長級以上の職員の評価にあっては教育長、その他の職員の評価に

あっては生涯学習部長とする。以下同じ。）に対して、評価の補正を申し出るこ

とができる。 

 第14条中「最終日」を「末日」に改める。 

 第15条から第19条までを次のように改める。 

 （評価調整会議） 

第15条 評価の不均衡を調整するため、評価調整会議を置く。 
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２ 評価調整会議は、速やかに評価の調整を行い、２月末日までに評価シートを評

価決定者に提出するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、評価調整会議の組織及び運営に関し必要な事項は、

教育長が別に定める。 

 （評価の決定） 

第16条 前条第２項の規定により評価シートの提出があった場合、評価決定者は、

速やかに評価を決定し、評価シートを総務課長へ送付するものとする。 

２ 総務課長は、評価シートを評価対象期間末日の翌日から５年間保管しなければ

ならない。 

 （本人への評価シートの開示） 

第17条 被評価者は、評価対象期間末日の翌日から１月以内に総務課長に対し当該

評価対象期間に係る評価シートの開示を請求することができる。 

２ 総務課長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに被評価者に対し

て評価シートを開示するものとする。 

 （苦情申立て） 

第18条 被評価者は、人事評価の結果等に関し苦情があるときは、評価対象期間末

日の翌日から１月以内に苦情処理委員会へ苦情を申し立てることができる。 

２ 被評価者は、前項の申立てをしたことをもって不利益な扱いを受けることはな

い。 

（苦情処理委員会） 

第19条 前条第１項の規定による苦情申立てを審査するため、苦情処理委員会を設

置する。 

２ 苦情処理委員会は、審査の結果必要と認めるときは、評価者若しくは評価調整

会議に対して指導し、又は評価決定者に対して評価の修正を提言することができ

る。 

３ 評価決定者は、前項に規定する提言があったときは、その内容に従い、評価を

変更することができる。 

 第22条を第23条とし、第21条を第22条とする。 

第20条第３項及び第４項を削り、同条第５項中「前各項」を「前２項」に改め、

同項を同条第３項とし、同条を第21条とする。 

第19条の次に次の１条を加える。 

 （苦情申立ての手続等） 

第20条 前２条に定めるもののほか、苦情申立ての手続、苦情処理委員会の組織及

び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

 別表第１中「別表第１」を「別表第１（第５条関係）」に改め、同表４の項中「事

情によって」の次に「判断を」を加え、同表８の項中「相互に協議、相談すること

なく」を「自己の責任において」に改める。 

別表第２及び別表第３を次のように改める。 
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別表第２（第７条関係） 

職位役割期待水準 

１ ライン職 

職名 役  割  期  待  水  準 

主事 ①市民サービスの視点及びコスト意識をもって担任業務を行う。 
②指示に基づき担任業務を正確に行う。 
③担任業務の進ちょく状況について、上司に報告、連絡、相談する。 
④必要なときは他の課員を支援する。 
⑤新採用職員、業務初心者、臨時・非常勤職員等に対し、担任業務に関連する実務上の指導、

助言を行う。 

主任 

主事 

主事の役割期待水準に以下の事項を加える。 
①応用判断が必要な担任業務を正確かつ効率的に行う。 
②担任業務を効率化、改善する。 
③課の業務の効率化、改善を提案する。 
④後輩を指導、育成する。 

係長 主任主事の役割期待水準に以下の事項を加える。 
①係の使命、目標を達成する。 
②各係員の能力や適性、業務の繁閑等を考慮して効果的に係業務を配分し、執行を管理する。 
③公平、公正に係員を指導、育成、評価し、係員の能力を向上させる。 
④係業務を効率化、改善する。 
⑤課長を補佐し、代行する。 

課長 ①上位方針を受けて、課の使命、目標を達成する。 
②各課員の能力や適性、業務の繁閑等を考慮して効果的に課業務を配分し、執行を管理する。 
③公平、公正に課員を指導、育成、評価し、課員の能力を向上させる。 
④課業務を効率化、改善する。 
⑤課業務の進ちょく状況について、上司に報告、連絡、相談する。 
⑥上司を補佐し、代行する。 
⑦課業務に関連する、全庁的な業務の効率化、改善を企画・立案する。 

副部長 ①部長の方針を受けて、下記の部長業務を補佐し、代行する。 

部長 ①市の政策意思決定へ参画する。 
②教育長を補佐し、代行する。 
③高度な判断を要する事項についての市民対応を行う。 
④上位方針を受けて、部の使命、目標を達成する。 
⑤部業務の執行管理、人事管理を効果的に行い、効率的に行政運営を行う。 
⑥公平、公正に部員を指導、育成、評価し、部員の能力を向上させる。 
⑦部業務を効率化、改善する。 
⑧部業務の進ちょく状況について、上司に報告、連絡、相談する。 

備考 
１ 主事及び主任主事の職名区分はそれぞれの相当職を含むものとする。 
２ 新採用職員とは、採用後１年未満の者とする。 
３ 業務初心者とは、異動又は担当替えによりその業務に携わった期間が概ね６月に満たない者とする。 
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２ スタッフ職 

職名 役  割  期  待  水  準 

主査、 

技査 

主任主事の役割期待水準に以下の事項を加える。 
①担任業務及び特定課題について調査、研究し、解決する。 
②課業務の効率化、改善を企画・立案する。 
③課長を補佐し代行する。 

主幹、 

技幹 

①担任業務及び特定課題について調査、研究し、解決する。 
②担任業務の進ちょく状況について、上司に報告、連絡、相談する。 
③担任業務に関連する、全庁的な業務の効率化・改善を企画・立案する。 
④上司を補佐し、代行する。 

副参事 ①部長の方針を受けて、特定の重要政策課題について調査、研究し、解決する。 
②担任業務の進ちょく状況について、上司に報告、連絡、相談する。 
③上司を補佐し、代行する。 

参事 ①特定の重要政策課題について調査、研究し、解決する。 
②担任業務の進ちょく状況について、上司に報告、連絡、相談する。 
③特定の重要政策課題について他の部局との調整を行う。 
④高度な判断を要する事項についての市民対応を行う。 

備考 
１ ライン職の役割を担っている場合は、ライン職の役割期待水準も適用する。 
２ 兼職の場合は、兼職の職位の役割期待水準も担う。 
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別表第３（第７条関係） 

  業務困難度設定基準 

困難度区分は、次のとおりとし、役職別の業務における困難度は、次の表に基

づき設定するものとする。 

Ｈ：職位役割期待水準に比べ困難 Ｍ：職位役割期待水準に相応 Ｌ：職位役

割期待水準に比べ容易 

１ 主事級適用 
分類 定義 知識・技能 判断 責任 困難度 
①単純・

定型業務 
上司・上級者の指

示・指導を受けなが

ら、定められた方法

や基準どおりに行う

業務。単純な定型業

務。 

担当業務の遂行に必

要なマニュアル、規

定、その他これに準

ずるもの等の基礎知

識を要する。 

所定の手順又は指示

通りの手法に従って

の仕事であり、ほと

んど判断を要しな

い。 

他の業務への影響

は、ほとんどない。 
L 

②熟練・

定型業務 
上司・上級者の指示

のもと、定められた

方法や基準に従い行

う業務。 

担当業務の遂行に必

要なマニュアル、規

定、その他これに準

ずるもの等の基礎知

識及び実務知識を要

する。 

マニュアル、規則等

の適用に当たって、

軽度の判断を行う。

不明点は上司、上級

者に指示を受ける。 

失敗しても修正可能

で、課内の他の業務

へ若干の影響を与え

る程度である。 

M 

③指導・

支援業務 
実務経験、専門的知

識の下に、同僚に対

してする指導・支援

業務。 

担当業務遂行に必要

な基礎知識・専門的

知識及びその関連す

る業務の一般的基礎

知識を要する。 

指導するに当たって

は状況に対応した説

明力、部分的判断を

要する。 

係員として係業務の

遂行に影響を与え

る。 

M 

上記を超える熟練・非定型業務、判断業務又は企画・立案業務 H 

２ 主任主事級適用 
分類 定義 知識・技能 判断 責任 困難度 
①熟練・

定型業務 
上司・上級者の指示

のもと、定められた

方法や基準に従い

行う業務。 

担当業務の遂行に必要

なマニュアル、規定、

その他これに準ずるも

の等の基礎知識及び実

務知識を要する。 

マニュアル、規則等の

適用に当たって、軽度

の判断を行う。不明点

は上司、上級者に指示

を受ける。 

失敗しても修正可

能で、課内の他の

業務へ若干の影響

を与える程度であ

る。 

L 

②指導・

支援業務 
実務経験、専門的知

識の下に、同僚に対

してする指導・支援

業務。 

担当業務遂行に必要な

基礎知識・専門的知識

及びその関連する業務

の一般的基礎知識を要

する。 

指導するに当たって

は状況に対応した説

明力、部分的判断を要

する。 

係員として係業務

の遂行に影響を与

える。 

M 

③熟練・

非定型業

務、判断

業務 

概括的な指示に基

づきかなりの実務

経験、専門的知識の

下に、応用性を持っ

て行う非定型業務。 

担当業務遂行に必要な

基礎知識・専門的知識

及びその関連する業務

の一般的基礎知識を要

する。 

業務を処理するに当

たって定められたル

ールはないが、概括的

な仕事のやり方は指

示されており、その範

囲内での状況変化に

対応した部分的判断

を要する。 

標準的業務の急所

を預かっており、

その誤りは他の業

務への影響が大き

い。 

M 

上記を超える熟練・複雑・非定型業務、判断業務又は企画・立案業務 H 
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３ 係長級適用 
分類 定義 知識・技能 判断 責任 困難度 
①熟練・複

雑・非定型

業務、判断

業務 

概括的な指示に基

づきかなりの実務

経験、専門的知識

の下に、応用性を

持って行う非定型

業務。 

係業務遂行に必要

な基礎知識・専門

的知識及びその関

連する業務の一般

的基礎知識を要す

る。 

業務を処理するに当た

って定められたルール

はないが、概括的な仕

事のやり方は指示され

ており、その範囲内で

状況に対応した部分的

判断を要する。またマ

ニュアル、規則等の適

用に当たって判断を要

する。 

標準的業務の急所を

預かっており、その誤

りは他の部門への修

正も必要としやや影

響が大きい。 

M 

②指導・監

督業務 
係員に対する指導

監督業務。 
係業務遂行に必要

な基礎知識・専門

的知識及びその関

連する業務の一般

的基礎知識を要す

る。 

係員の指導・監督業務

をするに当たっては、

状況に対応した判断を

要する。またマニュア

ル、規則等の適用に当

たって困難な判断を要

する。 

係業務の全般的な遂

行に多大な影響を与

える。 

M 

③係業務

に関わる

企画・立案

業務 

係の業務に関する

複雑な知識又は専

門的知識及び深い

実務経験により行

う企画・立案業務。 

広範囲の専門的知

識及び関連知識を

要する。 

決められた方針・施策

の下に、自己の裁量で

仕事をすることが多

く、応用判断を要し、

また対外折衝又は他部

門との調整を要する場

合も多い。 

係業務の要所に関わ

るものであり、その誤

り・停滞は係の業務又

は課の業務に遅れ等

を来し、他の部門への

影響が生じる場合も

ある。 

M 

上記を超える、市の方針・施策に関わる企画・立案業務 H 
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４ 課長級適用 
分類 定義 知識・技能 判断 責任 困難度 
①判断業務、

管理業務 
課の業務全般に関

する実務経験、専

門的知識の下に、

状況に応じた判断

を持って行う非定

型業務。課員の業

務遂行のための指

導業務。 

課の業務運営

に必要な基礎

知識・専門的知

識及びその関

連する業務の

一般的基礎知

識を要する。 

市の方針の下に、状

況変化に対応した

判断を要する。 

課業務の全般を預かっ

ており、その誤り・遅滞

は課業務の遅れ等を来

し、他の部門への修正も

必要とし影響が大きい

場合も多い。 

M 

②人事管理・

指導業務 
課員の業務遂行の

ための指導業務及

び人事管理業務。 

課の業務運営

に必要な基礎

知識・専門的知

識及びその関

連する業務の

一般的基礎知

識を要する。 

課員からの信頼、状

況変化に対応した

判断を要する。 

課業務の全般を預かっ

ており、その不適当は課

業務全体の沈滞等を来

たす。 

M 

③課業務に関

わる企画・立

案業務 

課の業務に関する

複雑な知識又は専

門的知識及び深い

実務経験により行

う企画・立案業務。 

広範囲の専門

的知識及び関

連知識を要す

る。 

決められた方針・施

策の下に、自己の裁

量で仕事をし、応用

判断を要し、また対

外折衝又は他部門

との調整を要する。 

課業務の要所に関わる

ものであり、その誤り・

停滞は課の業務又は部

の業務に遅れ等を来し、

他の部門への影響が生

じる場合も多い。 

M 

④市の基本方

針・重要施策

に関わる企

画・立案業務 

 

 

市の基本方針・重

要施策に基づき又

は市の基本方針・

重要施策を決定す

るための課業務の

運営に関わる複 

広範囲の専門

的知識及び関

連知識を要す

る。 

市の基本方針・重要

施策に従い、又は市

の基本方針・重要施

策を検討するため

に、高度な応用判断

を要し、また困難な 

市の基本方針・重要施策

に関わるものであり、そ

の誤り・停滞は市の基本

施策の決定、遂行に遅れ

等を来し、対外的な影響

も大きい。 

 

 雑・高度な企画・

立案・調整業務。 

 対外折衝又は他部

門との調整を要す

る。 

 H 

⑤決断・調整

業務・統率業

務 

市の基本方針の下

に、課の業務運営

に関わる複雑・高 
度な管理・統率、

決断・調整業務。 

高度な体系

的・論理的知識

を要する。また

高度な管理知

識を要する。 

企画力・分析力・応

用力等をもって、ほ

とんどの判断は、自

ら行わなければな

らない。 

市の基本方針・基本施策

に関わるものであり、そ

の誤り、遅滞は、業務全

般に及ぶほか、対外問題

にまで発展する可能性

がある。 

H 
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５ 部長級適用 
分類 定義 知識・技能 判断 責任 困難度 
①判断業務、

管理業務 
部の業務全般に関

する実務経験、専

門的知識の下に、

状況に応じた判断

を持って行う非定

型業務。部員の業

務遂行のための指

導業務。 

部の業務運営に必

要な基礎知識・専門

的知識及びその関

連する業務の一般

的基礎知識を要す

る。 

市の方針の下に、状況

変化に対応した判断

を要する。 

部業務の全般を預

かっており、その

誤り・遅滞は部業

務の遅れ等を来

し、他の部門への

修正も必要とし影

響が大きい場合も

多い。 

M 

②人事管理・

指導業務 
部員の業務遂行の

ための指導業務及

び人事管理業務。 

部の業務運営に必

要な基礎知識・専門

的知識及びその関

連する業務の一般

的基礎知識を要す

る。 

部員からの信頼、状況

変化に対応した判断

を要する。 

部業務の全般を預

かっており、その

不適当は部業務全

体の沈滞等を来た

す。 

M 

③部業務に関

わる企画・立

案業務 

部の業務に関する

複雑な知識又は専

門的知識及び深い

実務経験により行

う企画・立案業務。 

広範囲の専門的知

識及び関連知識を

要する。 

決められた方針・施策

の下に、自己の裁量で

仕事をし、応用判断を

要し、また対外折衝又

は他部門との調整を

要する。 

部業務の要所に関

わるものであり、

その誤り・停滞は

部の業務に遅れ等

を来し、他の部門

への影響が生じる

場合も多い。 

M 

④市の基本方

針・重要施策

に関わる企

画・立案業務 

市の基本方針・重

要施策に基づき又

は市の基本方針・

重要施策を決定す

るための部業務全

般又は市政の運営

に関わる複雑・高

度な企画・立案・

調整業務。 

広範囲の専門的知

識及び関連知識を

要する。 

市の基本方針・重要施

策に従い、又は市の基

本方針・重要施策を検

討するために、高度な

応用判断を要し、また

困難な対外折衝又は

他部門との調整を要

する。 

市政全般、基本方

針に関わってお

り、その誤り・遅

滞は市政の遅れ等

を来し、対外的影

響も大きい。 

M 

⑤決断・調整

業務・統率業

務 

市の基本方針の下

に、部の業務運営

に関わる複雑・高

度な管理・統率、

決断・調整業務。 

高度な体系的・論理

的知識を要する。ま

た高度な管理知識

を要する。 

企画力・分析力・応用

力等をもって、ほとん

どの判断は、自ら行わ

なければならない。 

その誤り、遅滞は、

市政全般に及ぶほ

か、対外問題にま

で発展する可能性

がある。 

M 

上記を超える、高度な業務 H 
備考 
１ 部長級とは、部長その他これに相当する職をいう。 
２ 副部長級（副部長その他これに相当する職をいう。）は、部長級適用とする。 
３ 課長級とは、課長その他これに相当する職をいう。 
４ 係長級とは、係長その他これに相当する職をいう。 
５ 主任主事級とは、主任主事その他これに相当する職をいう。 
６ 主事級とは、上記以外の職員をいう。 
７ 表中「上級者」とは、異動又は担当替えによりその業務に携わった期間が概ね６月を経過した者とする。 

 

 別表第４を削る。 

 

付 則 

この訓令は、平成16年１月29日から施行する。 
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